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１【提出理由】

平成27年６月26日開催の当社第50回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月26日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金75円　総額6,421,848,825円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日

 
第２号議案　定款一部変更の件

取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるようにするため、また、今後も社内外を問わず広く適

切な人材を確保できるようにするため、取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除することが

できる旨の規定、並びに、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役の責任を予め限定する

契約を締結できる旨の規定を新設するとともに、条数の繰下げを行う。

 
第３号議案　取締役２名選任の件

取締役として、木谷太郎、三浦嚴嗣の両氏を選任する。

 
第４号議案　監査役４名選任の件

監査役として、鵜川詔八、石山俊明、真田芳郎及び野田典義の４氏を選任する。
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 764,042 264 550 99.71 可決

第２号議案 733,468 30,836 550 95.72 可決

第３号議案      

木谷　太郎 756,495 7,809 550 98.72 可決

三浦　嚴嗣 699,971 64,332 550 91.35 可決

第４号議案      

鵜川　詔八 755,667 8,587 600 98.62 可決

石山　俊明 693,688 70,565 600 90.53 可決

真田　芳郎 753,321 10,933 600 98.31 可決

野田　典義 758,680 5,575 600 99.01 可決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

　

以上
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